
学校において予防すべき伝染病

伝染病の種類（現行） 伝染病の種類（改正後） 考え方 出席停止の期間の基準 等

エボラ出血熱 エボラ出血熱 感染症予防法の一類感 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 染症及び二類感染症 結（
痘そう 痘そう 核を除く ）。
南米出血熱 南米出血熱
ペスト ペスト ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

「新型インフ第 マールブルグ病 マールブルグ病 律第六条第七項から第九項までに規定する
一 ラッサ熱 ラッサ熱 「指定感染症」 はルエンザ等感染症 及び「新感染症」」、
種 急性灰白髄炎 急性灰白髄炎 第一種の伝染病とみなす。

ジフテリア ジフテリア
重症急性呼吸器症候群 重症急性呼吸器症候群
（病原体がＳＡＲＳコロナウイル （病原体がＳＡＲＳコロナウイル
スであるものに限る ） スであるものに限る ）。 。

鳥インフルエンザ（病原体がイン
フルエンザウイルスＡ属インフル
エンザＡウイルスであつてその血
清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限
る 【新たに追加】。）

（鳥インフルエン （鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）及び新インフルエンザ インフルエンザ 飛沫感染する伝染病で ○インフルエンザ
百日咳 児童生徒の罹患が多く ：解熱した後二日をザ（Ｈ５Ｎ１）を除く ） 型インフルエンザ等感染症を除く。 。）、
麻疹 百日咳 学校において流行を広 経過するまで

第 流行性耳下腺炎 麻疹 げる可能性が高いもの ○百日咳：特有の咳が消失するまで
二 風疹 流行性耳下腺炎 ○麻疹：解熱した後三日を経過するまで
種 水痘 風疹 ○流行性耳下腺炎：耳下腺の腫脹が消失するまで

咽頭結膜熱 水痘 ○風疹：発疹が消失するまで
結核 咽頭結膜熱 ○水痘：すべての発疹が痂皮化するまで

結核 ○咽頭結膜熱：主要症状が消退した後二日を経過するまで
○結核：病状により学校医その他の医師において伝染のお

それがないと認めるまで

コレラ コレラ 学校教育活動を通じ、 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがな
細菌性赤痢 細菌性赤痢 学校において流行を広 いと認めるまで

第 腸管出血性大腸菌感染症 腸管出血性大腸菌感染症 げる可能性があるもの
三 腸チフス 腸チフス
種 パラチフス パラチフス

流行性角結膜炎 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎 急性出血性結膜炎
その他の伝染病 その他の伝染病



○

 
近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が鳥から人に感染する事例が

 増加。この鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が人から人へ感染する形に変異し、新型イン

 フルエンザとして世界的に大流行することが危惧されている。

○

 
新型インフルエンザが発生した場合の被害を最小限に食い止めるために、発生前後に必

 要な対策を迅速かつ確実に実施するための法整備が求められている。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の

 一部を改正する法律の概要

【背景】

①

 
感染症法上、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を二類感染症に位置づけ、鳥インフルエン

 ザ(Ｈ５Ｎ１)に対する入院措置等の法的根拠を整備。
（注）現行法では、２年間に限り、政令で指定する感染症について、特例措置として入院措置等が可能

（２年経過後も継続して対応が必要な場合には、法定化が必須）
インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）は、平成１８年６月１２日よりこの特例措置の対象

②

 
発生直後から対策を実施できるよう、新型インフルエンザを感染症法及び検疫法に位置

 づけ、検疫措置、入院措置等の規定を整備。
（注）Ｈ５Ｎ１型以外の新型インフルエンザが発生した場合にも対応が可能

③

 
併せて、感染したおそれのある者に対する健康状態の報告要請や、外出自粛の要請規定

 の創設、停留先施設に医療機関以外の施設を追加する等、まん延防止策を拡充。

【改正の概要】



一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症 新型インフルエンザ等感染症

規定されている疾病名
エボラ出血熱
ペスト
ラッサ熱　　等

結核
ＳＡＲＳ
鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(H5N1)　　等

コレラ
細菌性赤痢
腸チフス　　等

黄熱
狂犬病
マラリア　　等

インフルエンザ
性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症
梅毒　　等

新型インフルエンザ※１

再興型インフルエンザ※２

疾病名の規定方法 法律 法律 法律 政令 省令 法律

隔離【検疫】 ○ × × × × ○

停留【検疫】 ○ × × × × ○

検査【検疫】 ○
×

※鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（H5N1）は可能
× × × ○

無症状病原体保有者への適用 ○ × × × × ○

疑似症患者への適用 ○ ○（政令で定めるもの） × × × ○

入院の勧告・措置 ○ ○ × × × ○

就業制限 ○ ○ ○ × × ○

健康診断受診の勧告・実施 ○ ○ ○ × × ○

死体の移動制限 ○ ○ ○ × × ○

生活用水の使用制限 ○ ○ ○ × × △※３

ねずみ、昆虫等の駆除 ○ ○ ○ ○ × △※３

汚染された物件の廃棄等 ○ ○ ○ ○ × ○

汚染された場所の消毒 ○ ○ ○ ○ × ○

獣医師の届出 ○ ○ ○ ○ × ○

医師の届出
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（７日以内）
○

（直ちに）

積極的疫学調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

建物の立入制限・封鎖 ○ × × × × △※３

交通の制限 ○ × × × × △※３

健康監視 × × × × × ○

外出の自粛の要請 × × × × × ○

※１　新型インフルエンザとは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していない
　ことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

※３　２年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、適用することができる。

※２　かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の
　大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

感染症に対する主な措置
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